呉観光ブランドロゴ取扱要領

（目的）
第１条　この要領は，「呉観光ブランドロゴ」（以下「観光ロゴ」という。）の使用に関し，必要な事項を定める。
（観光ロゴに関する権限）
第２条　観光ロゴに関する一切の権限は，一般社団法人ツーリズムＫＵＲＥ（以下「ツ
ーくれ」という。）に属する。
（使用承認の申請等） 
第３条　観光ロゴの使用を希望する者（以下「申請者」という。）は，あらかじめツーくれの承認を受けなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。
(1) 市町村等の公共団体等が使用する場合
 (2) 鉄道会社，旅行会社，雑誌社等が呉市への観光誘客を目的としたキャンペーン，
旅行商品，記事等に使用する場合
 (3) 新聞，テレビ等の報道関係機関が報道目的に使用する場合
(4) その他使用承認の手続を必要としないとツーくれが認めた場合
２　申請者は，呉観光ブランドロゴ使用申請書（様式第１号）に次の各号に定める書類を添えて，ツーくれに提出しなければならない。
(1) 申請者の会社概要や事業内容等がわかる書類
(2) 観光ロゴの使用方法がわかる書類
(3) その他ツーくれが必要と認める書類 
（使用承認等） 
第４条　ツーくれは，前条第２項に規定する申請書を受理した場合は，その内容を
[bookmark: _Hlk156981603]審査し，その結果を遅滞なく申請者に呉観光ブランドロゴ使用（変更）承認通知書（様式第２号）にて通知するものとする。なお，次の各号のいずれかに該当し，又はそのおそれのあるときは，申請者に対して呉観光ブランドロゴ不承認通知書（様式第３号）にて通知し，これを承認しないものとする。
(1) 呉市の信用又は品位を害するとき。
 (2) 特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められるとき。
  (3) 事業者等が自己のシンボルマーク又は商標，意匠として使用するおそれがある
とき。 
(4) 法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。
(5) その他承認することをツーくれが不適当と認めたとき。
（使用承認の条件）
第５条　ツーくれは，使用承認のために必要があると認める場合には，前条の規定に
よる使用承認等の通知に当たって，観光ロゴの使用方法等に係る条件を付すること
ができる。
（観光ロゴの使用料）
第６条  観光ロゴの使用料は，無料とする。 
（使用上の遵守事項）
第７条　第４条の規定による使用承認等を受けて観光ロゴを使用する者(以下「使用
者」という。）は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第４条各号のいずれかに該当し，又はそのおそれのある使用はしないこと。
(2) 別に定める「Ｂｌｕｅ Ｌａｎｄ Ｋｕｒｅ ロゴマニュアル」に従い，色，形式
などを正しく使用すること。 
(3) 承認された用途のみに使用し，第５条によりツーくれが指示する使用条件等ある場合には，その指示に従うこと。 
（承認内容の変更等）
第８条　使用者が，第４条の規定により使用承認された内容について，これを変更し
ようとする場合は，あらかじめ呉観光ブランドロゴ使用承認変更申請書（様式第４号）をツーくれに提出しなければならない。 
２　ツーくれは，前項に規定する申請書を受理した場合には，その内容を審査し，適
当と認めるときは，呉観光ブランドロゴ使用（変更）承認通知書（様式第２号）にて通知を行い，変更を承認するものとする。
（承認の取消し等） 
第９条　ツーくれは，次の各号のいずれかに該当する場合は，第４条の規定による使
用承認を取り消し，使用者は，自らの費用負担及び責任において，観光ロゴの付さ
れた使用物件等の回収，廃棄その他必要な措置を講じなければならない。 
(1) 使用者が，この要領に違反した場合
 (2) 使用者が，使用承認に付した条件に違反した場合 
(3) 各申請書の内容又は添付書類に虚偽のあることが判明した場合 
(4) その他観光ロゴの使用継続が不適当であると認められた場合
２　前項の規定により承認を取り消された者は，承認取消しのあった日以降，当該承
認に係る観光ロゴを使用してはならない。
 （使用状況の調査等）
第１０条　ツーくれは，観光ロゴの使用状況等について，使用者に報告させ，又は出
地において調査することができるものとする。
 （経費等の負担）
第１１条　ツーくれは，第４条の規定により使用承認を行った使用者の事業に対し，
その実施に係る一切の経費又は役務を負担しない。 
２　ツーくれは，第９条第１項の規定により観光ロゴの使用承認を取り消された者に生じる回収費等の一切の経費を負担しない。 
（損失補償等の責任） 
第１２条　ツーくれは，必要に応じて観光ロゴのデザイン等を変更することがあり，当該変更に伴い使用者にその事業に係る経費等が発生しても，損失補償等の一切の責任を負わない。
（その他）
第１３条　この要領に定めるもののほか，観光ロゴ使用に関して必要な事項は別に定める。 
附　則 
この要領は，令和８年３月１日から施行する。 
（様式第１号）
令和　　年　　月　　日


　（一社）ツーリズムＫＵＲＥ　理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
事業所名
職・氏名

呉観光ブランドロゴ使用申請書

呉観光ブランドロゴを次のとおり使用したいので申請します。
　なお，使用条件や呉観光ロゴ取扱要領に違反した場合又は（一社）ツーリズムＫＵＲＥが必要と認めた場合は，使用承認の取消しや使用承認内容の変更等を受けても異議を述べません。


１　使用目的

２　使用方法

３　使用期間
令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

４　添付書類等
　　※申請者の会社概要や事業内容等がわかる書類及び使用方法がわかる書類

５　連絡先
担当者
電話番号
ＦＡＸ番号
メールアドレス
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